
議案第７１号 ⼩松島市火災予防条例の一部を改正する条例について

《改正の趣旨》

条文中に一部、文章上の不備等があることから、これを改めるもの。

小松島市火災予防条例(昭和37年小松島市条例第10号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考

(炉) (炉) 

第3条 炉の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければなら

ない。

第3条 炉の位置及び構造は，次に掲げる基準によらなければなら

ない。

(1)～(18)の2 （略） (1)～(18)の2 （略） 

(18)の3 気体燃料を使用する炉の配管，計量器等の附属設備は，

電線，電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプ

シャフト，ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのあ

る場所には設けないこと。ただし，電気設備に防爆工事等の

安全装置を講じた場合においては，この限りでない。

(18)の3 気体燃料を使用する炉の配管，計量器等の附属設備は，

電線，電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプ

シャフト，ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのあ

る場所には設けないこと。ただし，電気設備に防爆工事等の

安全措置を講じた場合においては，この限りでない。 改正

(19) （略） (19) （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

(ストーブ) (ストーブ) 

第5条 （略） 第5条 （略） 

2 前項に規定するもののほか，ストーブの位置，構造及び管理の

基準については，第3条第1項(第1項第11号から第14号まで及び

2 前項に規定するもののほか，ストーブの位置，構造及び管理の

基準については，第3条     (第1項第11号から第14号まで及び 改正
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第17号オを除く。)の規定を準用する。 第17号オを除く。)の規定を準用する。 

(壁付暖炉) (壁付暖炉) 

第6条 （略） 第6条 （略） 

2 前項に規定するもののほか，壁付暖房の位置，構造及び管理の

基準については，第3条(第1項第1号，第7号及び第9号から第12
号までを除く。)の規定を準用する。 

2 前項に規定するもののほか，壁付暖炉の位置，構造及び管理の

基準については，第3条(第1項第1号，第7号及び第9号から第12
号までを除く。)の規定を準用する。 

改正

(液体燃料を使用する器具) (液体燃料を使用する器具) 

第18条 液体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準に

よらなければならない。

第18条 液体燃料を使用する器具の取扱いは，次に掲げる基準に

よらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，

建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち，火災

予防上安全な距離として消防長(消防署長)が認める距離以上

の距離を保つこと。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き，

建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち，火災

予防上安全な距離として消防長          が認める距離以上

の距離を保つこと。

削る

ア 別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ，それぞれ同表の右

欄に掲げる距離

ア 別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ，それぞれ同表の右

欄に掲げる距離

イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する

基準により得られる距離

イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する

基準により得られる距離

(2)～(13) （略） (2)～(13) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(設置の免除) (設置の免除) 

第29条の5 前3条の規定にかかわらず，次の各号に掲げるときは， 第29条の5 前3条の規定にかかわらず，次の各号に掲げるときは，
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次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅

用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住

宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。 

次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅

用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住

宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。 

(1) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に

スプリンクラー設備(標示温度が75度以下で種別が1種の閉鎖

型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12
条に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例

により設置したとき

(1) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に

スプリンクラー設備(標示温度が75度以下で種別が1種の閉鎖

型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12
条に定める技術上の基準に従い，又は当該技術上の基準の例

により設置したとき。 改正

(2) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に

自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い，

又は当該技術上の基準の例により設置したとき

(2) 第29条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に

自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い，

又は当該技術上の基準の例により設置したとき。 改正

(3)～(7) （略） (3)～(7) （略） 

(基準の特例) (基準の特例) 

第29条の6 第29条の2から第29条の4までの規定は，住宅用防災

警報器等について，消防長(消防署長)が，住宅の位置，構造又は

設備の状況から判断して，これらの規定による住宅用防災警報

器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも，住宅におけ

る火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく，かつ，住宅に

おける火災による被害を最少限度に止めることができると認め

るときにおいては，適用しない。

第29条の6 第29条の2から第29条の4までの規定は，住宅用防災

警報器等について，消防長          が，住宅の位置，構造又

は設備の状況から判断して，これらの規定による住宅用防災警

報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも，住宅にお

ける火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく，かつ，住宅

における火災による被害を最少限度に止めることができると認

めるときにおいては，適用しない。

削る

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

の技術上の基準等) 
(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

の技術上の基準等) 
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第31条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵

及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は，次のとおりと

する。

第31条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵

及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は，次のとおりと

する。

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 可燃性の液体，可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ，

若しくは蒸留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著し

く浮遊するおそれのある場所では，電線と電気器具とを完全

に接続し，かつ，火花を発する機械器具，工具，履物等を使

用しないこと。

(7) 可燃性の液体，可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ，

若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著し

く浮遊するおそれのある場所では，電線と電気器具とを完全

に接続し，かつ，火花を発する機械器具，工具，履物等を使

用しないこと。

改正

(8)～(17) （略） (8)～(17) （略） 

2 （略） 2 （略） 

第31条の4 （略） 第31条の4 （略） 

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取

り扱うタンクの位置，構造及び設備の技術上の基準は，次のと

おりとする。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し，又は取

り扱うタンクの位置，構造及び設備の技術上の基準は，次のと

おりとする。

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

（略） （略）

(9) タンクの配管は，地震等により当該配管とタンクとの結合

部分に損傷を与えないように措置すること。

(9) タンクの配管は，地震等により当該配管とタンクとの結合

部分に損傷を与えないように設置すること。 改正

(10)・(11) （略） (10)・(11) （略） 

(劇場等の客席) (劇場等の客席) 
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第35条 劇場等の屋内の客席は，次の各号に定めるところによら

なければならない。

第35条 劇場等の屋内の客席は，次の各号に定めるところによら

なければならない。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 客席の避難通路は，次によること。 (5) 客席の避難通路は，次によること。 

ア いす席を設ける客席の部分には，横に並んだいす席の基

準席数(8席にいす席の間隔が35センチメートルを超える1
センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合

にあっては，20席とする。)をいう。以下この条において同

じ。)以下ごとに，その両側に縦通路を保有すること。ただ

し，基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数が

ある場合は，その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を

保有する場合にあっては，片側のみとすることができる。

ア いす席を設ける客席の部分には，横に並んだいす席の基

準席数(8席にいす席の間隔が35センチメートルを超える1
センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合

にあっては，20席とする。)をいう。以下この条において同

じ。)以下ごとに，その両側に縦通路を保有すること。ただ

し，基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数が

ある場合は，その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を

保有する場合にあっては，片側のみとすることができる。

イ アの縦通路の幅は，当該通路のうち避難の際に通過する

と想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6
センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)
以上とすること。ただし，当該通路の幅は，80センチメー

トル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては，80セン

チメートル)未満としてはならない。 

イ アの縦通路の幅は，当該通路のうち避難の際に通過する

と想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6
センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)
以上とすること。ただし，当該通路の幅は，80センチメー

トル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては，60セン

チメートル)未満としてはならない。 
改正

ウ いす席を設ける客席の部分には，縦に並んだいす席20席
以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅

員を有する横通路を保有すること。ただし，当該通路の幅

は，1メートル未満としてはならない。 

ウ いす席を設ける客席の部分には，縦に並んだいす席20席
以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅

員を有する横通路を保有すること。ただし，当該通路の幅

は，1メートル未満としてはならない。 
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エ ます席を設ける客席の部分には，横に並んだます席2ます

以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有するこ

と。

エ ます席を設ける客席の部分には，横に並んだます席2ます

以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有するこ

と。

オ アからエまでの通路は，いずれも客席の避難口(出入口を

含む。以下同じ。)に直通させること。 
オ アからエまでの通路は，いずれも客席の避難口(出入口を

含む。以下同じ。)に直通させること。 

(準用) (準用) 

第42条 第35条から第36条の2まで及び第37条の2から前条まで

の規定は，体育館，講堂，その他の防火対象物を一時的に劇場

等，展示場又はディスコ等            の用途に供する場合に

ついて準用する。

第42条 第35条から第36条の2まで及び第37条の2から前条まで

の規定は，体育館，講堂，その他の防火対象物を一時的に劇場

等，展示場，ディスコ等又は個室型店舗の用途に供する場合に

ついて準用する。

改正
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